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沖
縄
防
衛
局
長
に
よ
る
違
法
・
不
当
な
宜
野
湾
市
長
選
挙
介
入
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
一
月
三
十
一
日
に
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
発
覚
し
た
真
部
朗
沖
縄
防
衛
局
長
（
以
下
、
真
部
局
長
と
い
う
）
に
よ
る

メ
ー
ル
を
用
い
た
宜
野
湾
市
内
居
住
の
同
局
職
員
と
そ
の
親
族
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
の
指
示
お
よ
び
当
該
職
員
に
対
す
る
同
一
月

二
十
三
日
、
二
十
四
日
両
日
の
講
話
実
施
（
以
下
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
指
示
お
よ
び
講
話
と
い
う
）
問
題
は
、
極
め
て
悪
質
で
あ

る
。
国
家
公
務
員
の
地
位
利
用
に
よ
る
特
定
候
補
者
へ
の
加
担
で
あ
り
、
違
法
行
為
の
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
。

今
回
、
発
覚
し
た
真
部
局
長
に
よ
る
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
指
示
お
よ
び
講
話
問
題
は
、
民
主
主
義
の
根
本
で
あ
る
自
由
・
公
正
な

選
挙
の
あ
り
方
を
著
し
く
歪
め
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
伊
波
洋
一
宜
野
湾
市
長
選
挙
予
定
候
補
（
社
会
民
主
党
、
日
本

共
産
党
、
沖
縄
社
会
大
衆
党
が
推
薦
）
へ
の
防
衛
省
に
よ
る
組
織
ぐ
る
み
の
妨
害
工
作
で
あ
る
。
断
じ
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
係
る
真
部
局
長
は
じ
め
、
防
衛
省
に
よ
る
無
謀
な
妨
害
工
作
に
は
、
宜
野
湾
市
民
に
限
ら
ず
、
多
く
の
沖
縄
県
民
が
強

い
怒
り
を
抱
い
て
い
る
。

沖
縄
防
衛
局
は
、
過
去
に
も
名
護
市
に
お
け
る
住
民
投
票
や
沖
縄
県
知
事
選
挙
等
に
お
い
て
、
公
務
員
と
し
て
の
地
位
利
用

に
よ
る
違
法
・
不
当
な
妨
害
行
為
を
繰
り
返
し
て
き
た
「
前
科
」
が
あ
る
。
私
は
、
今
回
の
真
部
局
長
に
よ
る
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

指
示
お
よ
び
講
話
問
題
は
、
同
氏
の
更
迭
な
ど
行
政
処
分
だ
け
で
幕
引
き
を
図
る
の
で
は
な
く
、
厳
重
な
捜
査
に
基
づ
く
刑
事

一



罰
を
も
っ
て
処
す
べ
き
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

去
る
一
月
三
十
一
日
に
発
覚
し
た
真
部
局
長
に
よ
る
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
指
示
お
よ
び
講
話
は
、
明
ら
か
に
公
職
選
挙
法
第
百

三
十
六
条
の
二
、
自
衛
隊
法
第
六
十
一
条
お
よ
び
個
人
情
報
保
護
法
、
あ
る
い
は
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

政
府
は
、
真
部
局
長
に
よ
る
前
記
各
法
律
違
反
の
事
実
に
つ
い
て
適
正
な
捜
査
を
遂
げ
た
う
え
で
立
件
し
、
厳
重
な
刑
事

責
任
を
問
う
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

去
る
一
月
二
十
三
日
、
二
十
四
日
両
日
に
実
施
さ
れ
た
真
部
局
長
の
講
話
を
聴
講
し
た
沖
縄
防
衛
局
職
員
と
そ
の
親
族
そ

れ
ぞ
れ
の
数
に
つ
い
て
講
話
実
施
日
、
職
員
と
そ
の
親
族
の
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

真
部
局
長
の
指
示
に
よ
り
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
沖
縄
防
衛
局
職
員
と
そ
の
親
族
に
関
す
る
情
報
は
、
個
人
情
報
保
護

法
、
あ
る
い
は
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
違
反
す
る
不
正
手
段
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
法
に
基
づ
い
て
速
や
か
に
利
用
停
止
や
廃
棄
処
分
に
処
す
べ
き
情
報
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二



四

政
府
は
、
今
回
の
真
部
局
長
に
よ
る
リ
ス
ト
作
成
指
示
お
よ
び
講
話
問
題
と
同
様
、
沖
縄
県
内
で
実
施
さ
れ
た
各
種
選
挙

や
住
民
投
票
に
お
い
て
、
沖
縄
防
衛
局
（
旧
那
覇
防
衛
施
設
局
を
含
む
）
に
よ
る
組
織
ぐ
る
み
の
介
入
の
実
態
に
つ
い
て
第

三
者
機
関
を
設
置
の
う
え
調
査
を
実
施
す
る
考
え
が
あ
る
か
、
態
度
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

政
府
に
当
該
調
査
実
施
の
意
思
が
あ
る
な
ら
ば
、
調
査
機
関
の
設
置
時
期
、
同
機
関
の
委
員
構
成
、
調
査
結
果
の
公
表
の

有
無
等
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
た
い
。

五

選
挙
権
を
有
す
る
職
員
と
そ
の
親
族
の
リ
ス
ト
作
成
（
今
回
の
場
合
、
宜
野
湾
市
長
選
挙
）
が
、
防
衛
省
設
置
法
に
基
づ

く
沖
縄
防
衛
局
の
本
来
業
務
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
根
拠
条
文
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

な
お
、
同
法
に
基
づ
く
本
来
業
務
に
該
当
し
な
い
場
合
、
選
挙
権
を
有
す
る
職
員
と
そ
の
親
族
に
関
す
る
個
人
情
報
の
収

集
は
合
法
的
な
行
為
か
否
か
、
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


